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議案第１号 令和２年度四日市市一般会計補正予算（第２号） から 

議案第７号 工事請負契約の締結について          まで 

      並びに 

報告第１号 市長専決処分事項の報告について        及び 

報告第２号 議決事件に該当しない契約について  

 

ただいま上程されました議案及び報告についてご説明申し上げま

す。 

議案第１号は、本市一般会計補正予算第２号案であります。 

今回の補正予算は、新型コロナウイルスの感染拡大防止とともに、

緊急事態宣言に伴う休業要請などによって大きく影響を受けている

市民生活や地域経済を支援するため、緊急の予算措置を講じるもので

す。 

国の令和２年度補正予算第１号に伴って、全国民へ１０万円を給付

する特別定額給付金や、児童手当受給世帯へ児童一人につき１万円を

給付する臨時特別給付金を計上するとともに、三重県の緊急事態措置

に伴って、休業要請に協力した事業者に対し、三重県と市町が協力し

て１事業者当たり５０万円を給付する三重県新型コロナウイルス感

染症拡大阻止協力金負担金を計上しております。  

また、本市独自の緊急支援策として、水道基本料金の半年間無料化

や、児童扶養手当受給者へ対象児童１人につき３万円を給付するひと

り親家庭等生活困窮対策給付金のほか、市内中小企業者の資金繰り支

援やテナント賃料減免分の補助などの経費を計上しております。  

歳入歳出予算につきましては、３５０億９，７０９万円の増額で、

補正後の予算額は、１,５４６億９,９２２万３千円となります。 

以下、歳出各款にわたり、補正の主な内容についてご説明申し上げ

ます。 

第２款 総務費は、特別定額給付金給付事業費の計上などでありま

す。 
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第３款 民生費は、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費、ひ

とり親家庭等生活困窮対策給付金給付事業費の計上などであります。 

第４款 衛生費は、水道企業会計補助金の計上などであります。 

第７款 商工費は、三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力

金負担金やテナント賃料等減免支援補助金の計上などであります。 

第９款 消防費は、救急関係事業活動費の増額補正であります。 

第１０款 教育費は、学校給食費返還等事業費などの計上や、新教

育プログラム推進事業費などの増額補正であります。 

以上、歳出につきまして概要をご説明申し上げましたが、歳入につ

きましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金など

の歳出各款に関する特定財源を補正するほか、歳入歳出予算の収支差

を調整するため、財政調整基金２８億９１３万７千円を取り崩して収

支の均衡を図りました。  

なお、補正後の財政調整基金の残高につきましては、１０４億１，

０９８万５千円となる見込みであります。  

次に、議案第２号及び議案第３号は、特別会計及び企業会計の補正

予算案であり、以下、主な内容についてご説明申し上げます。  

国民健康保険特別会計については、四日市市国民健康保険に加入し

ている被用者を対象とする新型コロナウイルス傷病手当金を計上し

ております。 

水道事業会計については、新型コロナウイルスの感染拡大で影響を

受けている市民及び企業の負担を広く軽減するため、水道基本料金の

半年間無料化に必要となる経費の補正を行おうとするものでありま

す。 

 

続きまして条例その他の議案等についてご説明申し上げます。  

議案第４号 介護保険条例の一部改正につきましては、介護保険法

施行令等の一部改正に伴い、低所得者に係る保険料について軽減強化

の通年実施に関する規定を整備しようとするものであります。  

4



 

 

議案第５号 国民健康保険条例の一部改正につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症に感染した者、又は感染が疑われる者に対して、

会社等を休みやすい環境を整えるため、新型コロナウイルス傷病手当

金を新設しようとするものであります。  

議案第６号 水道事業給水条例の一部改正につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、急激な収入減や不測の

支出を強いられている市民及び事業者の負担を広く軽減するため、水

道料金のうち基本使用料を半年間無料化することについて、関係する

規定を整備しようとするものであります。  

議案第７号 工事請負契約の締結につきましては、（仮称）神前こ

ども園改修工事につきまして、工事請負契約を締結しようとするもの

であります。 

 報告第１号につきましては、地方自治法第１８０条第２項の規定に

基づき、８件の専決処分事項を報告するものであります。  

 報告第２号につきましては、議決事件に該当しない契約についての

報告に関する条例に基づき、２件の契約を報告するものであります。 

 以上が各議案及び報告の概要であります。  

 どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げ

ます。 
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